
 

 

 

 

 

 

事業再評価調書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 大阪駅北大深西地区・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２～４ 

２ 大和川左岸（三宝）地区・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５～７ 

３ 羽田空港跡地地区・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８～10 

４ （仮称）鶴見花月園公園地区・・・・・・・・・・・・・・・・ 11～13 

 

 

- 1 -



 

事業再評価調書                                   独立行政法人都市再生機構 

地 区 名 大阪駅北大深西地区 

 所 在 大阪府大阪市北区大深町ほか 

 事 業 手 法 土地区画整理事業 

 地 区 面 積 約 19.3ha 

 採 択 年 度 平成 27 年度 

 評 価 の 区 分 事業要請後に 5年間を経過した時点で継続中の事業 

地

区

の

概

要 

位 置 ・ 交 通 

条 件 
ＪＲ大阪駅、阪急、阪神、大阪メトロ梅田駅に近接 

現 況 等 

・従前土地利用：JR 大阪駅北側の梅田貨物駅跡地 

・地区内にて、大阪市の連続立体交差事業による JR東海道線支線の地下化工事が施

行中 

事 業 の 経 緯 

平成 23 年 4 月  都市計画決定（土地区画整理事業区域、連立事業） 

平成 27 年 11 月 土地区画整理事業認可 

平成 28 年 6 月  仮換地指定・保留地の決定  

平成 29 年 12 月 保留地公募（開発事業者募集）開始 

平成 30 年 7 月  保留地譲渡先決定 

（開発事業者決定（三菱地所㈱を代表者とするグループ）） 

平成 30 年 8 月  開発事業者と土地譲渡契約を締結  

平成 31 年 3 月  都市計画決定（防災公園） 

令和元年 9 月  事業計画変更認可（資金計画、区域変更） 

そ の 他 ・本事業と一体的に土地有効利用事業と防災公園街区整備事業を実施。  

計 画 諸 元 

土地利用計画 

 整理前 整理後 

面積 割合 面積 割合 

公共 

用地 

道路 2.7ha 14% 10.0ha 51% 

公園 － － 0.1ha 1% 

計 2.7ha 14% 10.1ha 52% 

宅地 16.6ha 86% 9.2ha 48% 

合計 19.3ha 100% 19.3ha 100% 
 

1. 

事業目的

等 

事 業 の

目的 

・関西の各拠点との結節点としての機能強化に向け、貨物駅跡地を中心と

する当地区において土地の再編、都市計画道路等の公共施設の整備及び貨

物駅跡地の有効高度利用を図る。 

機 構 参

画 の 意

義 

・大阪市施行の鉄道事業や民間開発と連携しつつ、中立・公平な公的事業

主体として基盤整備を推進するとともに、機構施行の土地区画整理事業を

通じて、貨物駅跡地を活用し、都市計画道路等の公共施設や「うめきた２

期区域まちづくりの方針」を実現するための民間活用用地を整備すること

により、国際競争力のある拠点の創出を支援する。 
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2.政策効果分析 Ｂ／Ｃ＝事業全体：2.11（残事業：2.05） 

3． 

事業を実施

することによ

る効果・影響 

 

都市機能の

高 度 化  

・土地有効利用事業により土地を取得し、まちづくり方針に基づき

民間による都市再生を誘導。 

・梅田貨物駅跡地の高度利用を図り、新産業創出機能を担う中核施

設を核とした新しい都市機能拠点を形成。 

都市活動を

支える基盤

整 備 

・都市計画道路、区画道路を整備することにより、豊かな歩行者空

間を創出。 

・公共施設整備に民間提案を取り入れ、大阪駅前にふさわしい質の

高い公共空間を実現。 

4． 

実 施 環 境 

1） 

事業の進捗 

○進捗状況 

・関連事業（鉄道地下化、新駅整備）を含む基盤整備、民間開発誘導、法手続

き等が順調に進捗しており、今後も概ね当初スケジュール通り事業進捗する見

込み。 

（令和元年 10月末時点の進捗率） 

  ・工事費：約 14％ 

  ・仮換地指定：約 96％ 

  ・使用収益開始：約 3％  

  ・保留地処分：100％ 

○今後の計画 

・令和２年９月 保留地引渡（第１回）（予定） 

・令和４年３月 保留地引渡（第２回）（予定） 

・令和６年３月 保留地引渡（第３回）（予定） 

・令和９年３月 換地処分（予定） 

2） 

事業リスクの

見込み 

現時点で想定される大きなリスクはない。 

3） 

コスト縮減や

新技術・制度

等の導入 

― 

対応方針案 

 事業継続 

対応方針案

決定の理由 

 

・目標スケジュールに沿って事業が進捗しており、先行開発区域（大阪駅

北大深東地区）と同様に開発協議会での開発調整を重ねながら、今後も

民間と連携した基盤整備、民間誘導、民間管理の具体化等を推進する。 

 

以上のことから「事業継続」。  
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大阪駅北大深西地区（土地区画整理事業） 

位 置 図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 域 図 

 

 

大阪駅北大深西地区 

- 4 -



 

事業再評価調書                                   独立行政法人都市再生機構 

地 区 名 大和川左岸(三宝)地区 

 所 在 大阪府堺市堺区松屋大和川通、松屋町、南島町の各一部 

 事 業 手 法 土地区画整理事業 

 地 区 面 積 約 13.0ha 

 採 択 年 度 平成 28 年度 

 評 価 の 区 分 都市計画決定後に 5年間を経過した時点で継続中の事業 

地

区

の

概

要 

位 置 ・ 交 通 

条 件 

・大阪都心南方約 10km、堺市の北端 

・南海本線「七道駅」徒歩約 15 分、大阪メトロ「住之江公園駅」徒歩約

15 分 

現 況 等 

・当地区は、大阪都心南方約 10km で堺市北端に位置している。 

・地区内は、約 300 件もの多数の地権者が居住する上、高齢化が進んでい

る。 

事 業 の 経 緯 

平成 13 年 8 月  

 

平成 14 年 2 月  

 

平成 22 年 10 月  

平成 23 年 12 月  

平成 25 年 3 月  

平成 27 年 12 月  

平成 28 年 11 月  

平成 29 年 6 月  

平成 29 年 8 月  

平成 30 年 9 月  

令和元年 9 月  

都市再生プロジェクト（第 2 次決定） 「都市圏環状道路、スーパー

堤防との一体整備」 

『高規格堤防整備事業及び大阪府道高速大和川線事業並びにま

ちづくりとの一体整備に関する基本協定』の締結（国・府・市・阪高）  

事業仕分け（高規格堤防整備事業は一旦廃止）  

国交省は大和川約 3.1km を重点整備区間に指定、事業再開  

大和川左岸（三宝）地区の堤防工事着手  

都市計画決定（土地区画整理事業、都市公園）  

堺市から機構へ事業要請  

事業計画及び施行規程の認可  

一体整備の実施に関する基本協定書締結（国、堺市、UR） 

先行整備街区の換地申出受付（～平成 30 年 12 月締切） 

仮換地指定（先行整備街区） 

そ の 他 ― 

計 画 諸 元 

土地利用計画 

 整理前 整理後 

面積 割合 面積 割合 

公共 

用地 

河川 1.2ha 9% 1.2ha 9% 

道路 2.3ha 18% 3.2ha 25% 

公園等 0.9ha 7% 0.0ha 0% 

計 4.4ha 34% 4.4ha 34% 

宅地 8.6ha 66% 8.6ha 66% 

合計 13.0ha 100% 13.0ha 100% 

※河川用地 0.3ha、阪高宅地 0.7ha 上部に公園を整備  
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1. 

事業目的等 

事業の目的 

・阪神高速道路大和川線上部を活用し実施される高規格堤防整備事

業（国）と一体となったまちづくりを進め、良好な市街地形成を図

るとともに地域全体の防災性を高める。 

機構参画の

意義 

・約 300 件もの多数の地権者が居住する上、高齢化が進んでおり、

中立性及び公平性を有する立場で利害調整を行い、円滑な事業推進

を図る。 

・高規格堤防整備事業と一体の土地区画整理事業となることから、

機構の技術的・専門的な知見を活用し、複雑な工事展開や換地計画

を調整し、効率的な事業実施を図る。 

2.政策効果分析 Ｂ／Ｃ＝事業全体：1.11（残事業：1.20） 

3． 

事業を実施

することによ

る効果・影響 

 

災害に強い

都市構造の

円滑な形成  

関連事業との一体整備による、安全・安心のまちづくり 

・国土交通省による大和川高規格堤防整備事業と一体的に土地区画

整理事業を施行 

・狭小宅地所有者の地区外移転希望者を対象に、堺市による用地買収

事業を行い、地権者の移転を促進 

防災性の向上及び良好な市街成形性 

・区画道路を幅員 6m 以上にすることにより、狭隘な道路の解消 

・阪高上部の宅地利用（換地面積増）により、狭小宅地の改善 

・大和川沿いに公園と自転車・歩行者の通行環境を整備することに

より、観光振興・地域活性化の促進に寄与 

4． 

実 施 環 境 

1） 

事業の進捗 

○ 進捗状況 

・先行整備街区 A及び Bの引き渡しに向けて工事中。 

（令和元年 9月末時点の進捗率） 

・工事費：約 13％ 

・仮換地指定：約 35％  ・使用収益開始：0％  ・保留地処分：なし 

○ 今後の計画 

・令和 12年 3月 換地処分（予定） 

2） 

事業リスクの

見込み 

現時点で想定される大きなリスクはない。 

3） 

コスト縮減や

新技術・制度

等の導入 

― 

対応方針案 

 事業継続 

対応方針案

決定の理由 

・令和 11年度（2029年度）の換地処分に向け、先行整備街区の工事や移

転補償が進展し、その後も高規格堤防整備事業と一体となった事業展

開が予定されている。 

・上記により、当地区の良好な市街地形成が図られ、防災性向上が見込

まれる。 

以上のことから「事業継続」。 
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大和川左岸(三宝)地区（土地区画整理事業） 

位 置 図 

 

 

区 域 図 
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事業再評価調書                                    独立行政法人都市再生機構 

地 区 名  羽田空港跡地地区 

 所 在  東京都大田区羽田空港一丁目、二丁目の各一部 

 事 業 手 法  土地区画整理事業 

 地 区 面 積  約 16.5ha 

 採 択 年 度  平成 27年度 

 評 価 の 区 分  都市計画決定後に 5 年間を経過した時点で継続中の事業  

地

区

の

概

要  

位 置 ・ 交 通  

条 件  
京浜急行・東京モノレール「天空橋駅」を包含 

現 況 等  
地区の全部を国土交通省航空局が所有。大部分は空港跡地として、

一般の立ち入りが制限された遊休地となっている。 

事 業 の 経 緯  

平成 20 年 03 月 

 

 

羽田空港跡地利用基本計画の策定 

（羽田空港移転問題協議会  構成：国土交通省、東

京都、区） 

平成 22 年 10 月 

 

羽田空港跡地まちづくり推進計画の策定  

（国、都、区） 

平成 23 年 12 月 

 

国際戦略総合特区「アジアヘッドクォーター特区」の

区域指定 

平成 26 年 05 月 東京圏国家戦略特区に位置づけ 

平成 26 年 09 月 

 

羽田空港周辺・京浜臨海部連携強化推進委員会

（内閣府）が発足  

平成 27 年 07 月 羽田空港跡地第１ゾーン整備方針の策定（区） 

平成 27 年 9 月 大田区から機構へ事業要請  

平成 28 年 2 月 都市計画決定(街路等、公園、区画整理 ) 

平成 28 年 10 月 事業計画認可 

平成 28 年 11 月 特定都市再生緊急整備地域に指定  

平成 29 年 4 月 全宅地の仮換地指定実施 

そ の 他  
沖合展開事業（昭和 59年から開始）、その後の空港再拡張事業（平成 16年

度から開始）に伴い、空港跡地化。 

計 画 諸 元  

土地利用計画  

 整理前 整理後 

面積 割合 面積 割合 

公共用地 0.0ha 0% 5.2ha 32% 

宅地 16.5ha 100% 11.3ha 68% 

合計 16.5ha 100% 16.5ha 100% 
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1. 

事業目的等  

事 業の目 的  

・国際拠点空港に隣接し、多摩川及び海老取川に囲まれた豊かな自

然環境を活かした産業交流拠点機能の形成に向け、土地の再編、公

共施設の整備等を図る。 

機 構参 画 の

意 義  

・ 中立・公平な公的事業主体として、土地の再編とあわせて道路・駅

前広場等の公共施設、供給処理施設を整備し、多様な都市機能が

集積する産業交流拠点機能の形成を支援。 

・ 既存インフラの再構築、鉄道事業者との近接施工調整等、輻輳する

工事を調整し、令和 2（2020）年のまちづくり概成に向けて基盤整備

の早期進捗を図る。 

2.政策効果分析  Ｂ／Ｃ＝事業全体：1.56（残事業 ： 1.64） 

3. 

事業を実施

することによ

る効果 ・影

響  

低未利用地

の 活 性 化  

・ 跡地の再編、供給処理施設整備等による宅地の利用増進により、

多様な都市機能が集積  

都市活動を支

える基盤整備  

・ 国際拠点空港至近部における都市計画道路、駅前広場の整備によ

り、交通結節点を形成し、空港周辺の各拠点と連携  

良 好 な都 市

環 境 の整 備  

・ 大田区が定める整備方針に基づく公共施設整備、民間立地誘導に

よる、潤いのある都市景観の形成  

4. 

実 施 環 境  

1） 

事 業の進 捗  

〇進捗状況（令和元年9月末時点の進捗率） 

・令和2年のまちづくり概成（東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ開催時）に向け、交通

広場及び関連する区画道路を整備中。 

・平成30年9月に保留地の一部を処分済みであり、産業交流拠点施設の整

備事業者が決定し、令和2年一部開業に向け建築工事中。 

・工事費：約39％       ・仮換地指定：100％ 

・使用収益開始：約23％  ・保留地処分：約67％ 

〇今後の計画 

・令和2年    まちづくり概成 

・令和2年    産業交流拠点施設の一部開業 

・令和4年    産業交流拠点施設の全面開業 

・令和7年3月  換地処分 

2） 

事業リスクの

見 込 み 

・現時点で想定される大きなリスクはない。 

3） 

コスト縮減や

新技術・制度

等 の 導 入 

― 

対応方針案   事業継続 

 
対応方針案  

決定の理由  

・令和２年（2020年）には、まちづくり概成により、交通広場と関連する区画

道路が完成。並びに、産業交流拠点施設の一部が開業。 

・令和４年（2022年）には、産業交流拠点施設が全面開業し、令和6年（2024

年）には区画道路等の公共施設整備が完成予定で、事業計画通り進捗し

ており、当地区における産業交流拠点機能の形成が期待される。 

以上のことから「事業継続」。 
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羽田空港跡地地区〔土地区画整理事業〕 

位 置 図 

 

 区 域 図 
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事業再評価調書                    独立行政法人都市再生機構 

地 区 名  （仮称）鶴見花月園公園  

 所 在  横浜市鶴見区鶴見一丁目ほか 

 事 業 手 法  都市公園事業 

 地 区 面 積  ４．３ha 

 採 択 年 度  平成 27年度 

 
評 価 の 

区 分  
事業採択後５年間を経過した時点で継続中の事業 

地区の概要  

位 置 ・ 交 通  

条 件  

・京急本線「花月園前」駅から徒歩１分  

※JR「鶴見」駅から徒歩 13 分【約１ｋｍ】 

従前の状況  

【用途地域等】 

第一種住居地域、第二種中高層住居専用地域 

準防火地域 

鶴見一丁目地区計画 

【権 利 者 数】 ３名 

【地区の状況】 神奈川県、松尾工務店、大和・京急・三信ＪＶ 

事業の経緯  

平成 25年 12月 
横浜市からＵＲへ防災公園街区整備事業に係る事

業要請、ＵＲから横浜市へ直接施行同意申請 

平成 26年 12月 

横浜市鶴見一丁目地区防災公園街区整備事業に

関する基本協定書（ＵＲ・横浜市）、土地売買契約（Ｕ

Ｒ・民有地（松尾工務店）） 

平成 27年２月 
都市計画決定告示（公園、地区計画） 

県有財産売買契約（神奈川県・ＵＲ） 

平成 27年３月 
横浜市鶴見一丁目地区防災公園街区整備事業に

関する実施協定書（ＵＲ・横浜市） 

平成 27年６月 都市計画事業承認、補助事業費の予算化 

そ の 他  ― 

計 画 諸 元  

 

事項 
現行計画 

公園 (市街地) 

整備面積 約 43,000㎡ 約 62,000㎡ 

用途 防災公園 住宅地 
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1. 

事業目的等  

事 業 目 的  

・横浜市防災計画において「一時（いっとき）避難場所」に活用される本

計画地を永続的に確保。 

・避難先の平場を最大限確保するとともに、複数の避難動線を確保す

るなど、地域の防災機能を向上。 

事業の意義  

・東日本大震災により防災意識が高まるなか、防災公園街区整備事業

を活用することで、早期の防災公園整備を実現 

・URが有する豊富な防災公園の実績と技術的ノウハウを活用した防災

公園の整備 

2.政策効果分析  

（算定基礎となった要因の変化） 
Ｂ／Ｃ＝2．78 

3. 

事業を実施

することによ

る効果・影響  

 

地 域 の防 災

性 向 上  

避難地確保 

 （一人当り避難面積 0㎡/人⇒約 2.0㎡/人） 

・地区の大部分が高台に立地しており、津波対策の視点からも、一時

（いっとき）避難地として機能の確保が期待 

安 全 な 避 難

路 確 保  

花月園競輪場により分断されていた東西地域をつなぐ地区内幹

線道路の整備  

防 災 機 能 を

確 保  

・防災機能の整備  

（防災トイレ、防災パーゴラ、かまどベンチ、井戸、貯水槽（消防

水利該当）、太陽光パネル・蓄電池  

実施環境 4. 
1） 

事業の進捗  

・防災公園街区整備事業の事業期間  

適合検証時 2015（平 27）～2020（令 2）年度  

再評価時点 2015（平 27）～2020（令 2）年度  

・2021（令 3）年度に防災公園開園予定。 

実施環境 4. 

2） 

事業リスクの

見 込 み 

・現時点で想定される大きなリスクはない。 

3） 

コスト縮減や

代 替 案 立 案

等の可能性  

― 

対応方針案   事業継続 

 
対 応 方 針 案

決 定 の理 由  

・令和元年度（2019 年度）に工事着手、令和 2 年度（2020 年度）

に事業完了予定  

・令和 2 年度（2020 年度）工事完了後、令和３年度（2021 年度）

予定の公園開園により、計画どおりの効果発現が期待できる。 

以上から、「事業継続」 
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鶴見一丁目地区（都市公園事業） 

位 置 図 

 

区 域 図 
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